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意  見  書 （案） 

 

地方消費者行政を安定的に推進させるため、必要な財政措置を

講じられるよう要望いたします。 

 

（理 由） 

平成 29 年度版消費者白書によると、平成 28 年の１年間の消費

者被害・トラブル額は、約 4.8 兆円となると言われています。 

これらの消費者被害を防止・救済するためには、過疎地域や中

山間地域等も含め、相談体制を確保することが非常に重要であり、

全ての地域において、専門の相談員による相談を受けられる体制

を確保していくことが喫緊の課題となっています。 

そのためには、地方消費者行政に係る経費について、将来にわ

たり継続して国が担っていくことが不可欠であります。しかしな

がら、国が地方消費者行政に対して措置する交付金の予算額が大

幅に減額されており、地方消費者行政が後退するおそれがありま

す。 

このことは、地方公共団体だけの問題ではありません。地方支

分部局を持たない消費者庁が全国的に消費者政策を展開させるた

めには、地方公共団体が消費者行政を行う必要があります。今般

の交付金の大幅な減額により、地方消費者行政が後退することは、

国全体の消費者行政の後退、さらには、国民生活の安定が脅かさ

れることにつながるものであります。 

よって、国及び政府におかれては、国民生活の安定の基礎を担

っている地方消費者行政を安定的に推進させるため、下記事項に



ついて適切な措置を講じられるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１ 国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒

久的な財源措置を検討すること。 

２ 地方公共団体が消費者行政を行うために必要な予算措置を講

じること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。 
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